
(57)【要約】　　　（修正有）

【課題】地域の医療業務や介護業務において、訪問診療

、訪問看護、訪問介護の実績管理、病院業務のオーダリ

ング、診療報酬や介護報酬の請求、財務管理、労務管理

などを、一元管理できるようにする。

【解決手段】外部計算センター（１）と、病院（２）と

、診療所（３）と、居宅介護事業所（４）と、要介護者

（５）宅を電話回線で接続し、要介護者宅には、ＡＤＬ

測定装置を設置し、データ送受信装置を接続する。居宅

介護事業所では、要介護者のケアプランを作成し、訪問

看護士や訪問介護士の訪問スケジュールを作成する。病

院では、診療、薬剤投与、レントゲン撮影予定などを管

理する。外部計算センターでは、診療所や病院の医師と

、看護士と介護士の要介護者宅への訪問スケジュールの

全体の管理や、訪問診療、訪問看護、訪問介護の実績管

理および請求業務と、診療所や病院の診療報酬や、投与

薬剤などの請求業務などを行う。

【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
外 部 計 算 セ ン タ ー で は 、 病 院 や 診 療 所 の 医 師 と 看 護 士 と 介 護 士 の 、 要 介 護 者 宅 へ の 訪 問 診
療 ス ケ ジ ュ ー ル 、 訪 問 看 護 ス ケ ジ ュ ー ル 、 訪 問 介 護 ス ケ ジ ュ ー ル の 全 体 の 管 理 と 、 訪 問 診
療 、 訪 問 看 護 、 訪 問 介 護 の 実 績 管 理 と そ れ ら の 請 求 業 務 と 、 病 院 や 診 療 所 の 診 療 報 酬 の 実
績 管 理 と そ れ ら の 請 求 業 務 を 行 い 、 病 院 や 診 療 所 で は 、 診 療 報 酬 の 実 績 管 理 と そ れ ら の 請
求 業 務 を 行 い 、 居 宅 介 護 事 業 所 で は 、 要 介 護 者 の 介 護 度 に 応 じ て 要 介 護 者 の ケ ア プ ラ ン を
作 成 し 、 そ の ケ ア プ ラ ン に 基 づ い て 、 訪 問 看 護 士 や 訪 問 介 護 士 の 要 介 護 者 宅 へ の 訪 問 ス ケ
ジ ュ ー ル を 作 成 し 、 要 介 護 者 宅 で は 、 体 温 、 脈 拍 、 血 圧 な ど を 測 定 す る Ａ Ｄ Ｌ 測 定 装 置 を
設 置 し 、 Ａ Ｄ Ｌ 測 定 装 置 に は デ ー タ 送 受 信 装 置 を 接 続 し 、 要 介 護 者 宅 で 測 定 し た 体 温 、 脈
拍 、 血 圧 な ど の デ ー タ を 、 要 介 護 者 宅 と 外 部 計 算 セ ン タ ー と 病 院 と の 間 で 、 送 受 信 で き る
よ う に し 、 要 介 護 者 宅 で 測 定 し た 体 温 、 脈 拍 、 血 圧 な ど の デ ー タ を 、 外 部 計 算 セ ン タ ー で
一 元 管 理 す る よ う に し た 、 医 療 介 護 業 務 一 元 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
要 介 護 者 宅 の Ａ Ｄ Ｌ 測 定 装 置 に 接 続 し た デ ー タ 送 受 信 装 置 か ら 、 携 帯 電 話 を 利 用 し て 、 要
介 護 者 宅 で 測 定 し た 体 温 、 脈 拍 、 血 圧 な ど の デ ー タ を 、 外 部 計 算 セ ン タ ー と 送 受 信 す る よ
う に し た 、 請 求 項 １ に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
病 院 で は 、 オ ー ダ リ ン グ シ ス テ ム に よ っ て 、 外 来 患 者 お よ び 入 院 患 者 に 対 す る 診 療 内 容 、
処 方 箋 、 薬 剤 投 与 指 示 、 食 事 箋 、 レ ン ト ゲ ン 撮 影 予 定 な ど を 管 理 す る よ う に し た 、 請 求 項
１ に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
外 部 計 算 セ ン タ ー で は 、 複 数 の 病 院 や 複 数 の 診 療 所 の 薬 剤 な ど の 一 括 仕 入 れ と 、 複 数 の 病
院 や 複 数 の 診 療 所 の 買 掛 管 理 、 在 庫 管 理 、 原 価 管 理 、 財 務 管 理 、 給 与 管 理 を 行 う よ う に し
た 請 求 項 １ に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
本 発 明 は 、 地 域 の 医 療 業 務 や 介 護 業 務 に お い て 、 訪 問 診 療 、 訪 問 看 護 、 訪 問 介 護 の 実 績 管
理 、 病 院 業 務 の オ ー ダ リ ン グ 、 診 療 報 酬 や 介 護 報 酬 の 請 求 、 財 務 管 理 、 労 務 管 理 な ど を 、
デ ー タ を 連 動 し て 一 元 管 理 し 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 網 を 介 し て 必 要 な デ ー タ を 送 受 信 す る シ ス
テ ム に 関 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
従 来 、 地 域 医 療 に 関 す る 医 療 業 務 や 介 護 業 務 に お い て 、 訪 問 診 療 、 訪 問 看 護 、 訪 問 介 護 の
実 績 管 理 、 病 院 業 務 の オ ー ダ リ ン グ 、 診 療 報 酬 や 介 護 報 酬 の 請 求 、 財 務 管 理 、 労 務 管 理 な
ど を 行 う 場 合 、 そ れ ぞ れ の 業 務 だ け を 、 個 別 の 病 院 や 個 別 の 居 宅 介 護 事 業 所 等 で 、 個 別 に
管 理 す る シ ス テ ム は あ っ た 。 　 し か し 、 看 護 士 や 介 護 士 が 要 介 護 者 宅 に 訪 問 す る 時 に 、 時
間 や 巡 回 路 を 無 駄 な く 適 切 に 設 定 す る こ と は 困 難 で あ り 、 そ れ ら の 処 理 を す る た め に 必 要
な デ ー タ を 一 元 管 理 す る こ と は 、 困 難 で あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
【 特 許 文 献 １ 】
特 開 ２ ０ ０ １ － ２ ８ ２ ９ ２ ８ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】
特 開 ２ ０ ０ ２ － １ ０ ９ ０ ７ ３ 号 公 報
【 特 許 文 献 ３ 】
特 開 ２ ０ ０ ２ － １ ６ ９ ８ ８ ８ 号 公 報
【 ０ ０ ０ ４ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
本 発 明 の シ ス テ ム は 、 地 域 の 医 療 業 務 や 介 護 業 務 に お い て 、 訪 問 診 療 、 訪 問 看 護 、 訪 問 介
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護 の 実 績 管 理 、 病 院 業 務 の オ ー ダ リ ン グ 、 診 療 報 酬 や 介 護 報 酬 の 請 求 管 理 、 要 介 護 者 の Ａ
Ｄ Ｌ 測 定 デ ー タ の 管 理 、 財 務 管 理 、 労 務 管 理 な ど を 、 そ れ ぞ れ の デ ー タ を 連 動 し 、 一 元 管
理 で き る よ う に し 、 さ ら に 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 網 を 介 し て デ ー タ を 送 受 信 で き る シ ス テ ム を
提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
上 記 課 題 を 解 決 す る た め に 、 本 発 明 で は 、 外 部 計 算 セ ン タ ー （ １ ） と 、 病 院 （ ２ ） と 、 診
療 所 （ ３ ） と 、 居 宅 介 護 事 業 所 （ ４ ） と 、 要 介 護 者 （ ５ ） 宅 を 電 話 回 線 で 接 続 し 、 必 要 な
デ ー タ を 外 部 計 算 セ ン タ ー （ １ ） で 一 元 管 理 で き る シ ス テ ム を 構 築 す る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
要 介 護 者 （ ５ ） 宅 に は 、 体 温 、 脈 拍 、 血 圧 な ど を 測 定 す る Ａ Ｄ Ｌ 測 定 装 置 （ ６ ） を 設 置 し
、 Ａ Ｄ Ｌ 測 定 装 置 に は デ ー タ 送 受 信 装 置 （ ７ ） を 接 続 出 来 、 デ ー タ 送 受 信 装 置 （ ７ ） に 携
帯 電 話 を 接 続 し て 、 体 温 、 脈 拍 、 血 圧 な ど の デ ー タ （ 以 降 Ａ Ｄ Ｌ デ ー タ と 呼 ぶ ） を デ ー タ
を 外 部 計 算 セ ン タ ー （ １ ） と 送 受 信 で き る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
居 宅 介 護 事 業 所 （ ４ ） で は 、 要 介 護 者 の 介 護 度 に 応 じ て 、 要 介 護 者 の ケ ア プ ラ ン を 作 成 し
、 そ の ケ ア プ ラ ン に 基 づ い て 、 看 護 士 や 介 護 士 の 要 介 護 者 宅 へ の 訪 問 ス ケ ジ ュ ー ル を 作 成
す る 。 関 係 す る す べ て の 居 宅 介 護 事 業 所 （ ４ ） で 作 成 し た 訪 問 ス ケ ジ ュ ー ル デ ー タ は 、 外
部 計 算 セ ン タ ー （ １ ） に 送 信 す る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
病 院 （ ２ ） で は 、 オ ー ダ リ ン グ シ ス テ ム に よ っ て 、 外 来 患 者 お よ び 入 院 患 者 に 対 す る 診 療
内 容 、 処 方 箋 、 薬 剤 投 与 指 示 、 食 事 箋 、 レ ン ト ゲ ン 撮 影 予 定 な ど を 管 理 す る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
外 部 計 算 セ ン タ ー （ １ ） で は 、 複 数 の 居 宅 介 護 事 業 所 （ ４ ） か ら 送 ら れ た す べ て の 訪 問 ス
ケ ジ ュ ー ル に 基 づ き 、 実 働 可 能 な 診 療 所 や 病 院 の 医 師 と 、 看 護 士 と 、 介 護 士 の 要 介 護 者 宅
へ の 訪 問 ス ケ ジ ュ ー ル の 全 体 の 管 理 を 行 う 。
【 ０ ０ １ ０ 】
ま た 、 訪 問 診 療 、 訪 問 看 護 、 訪 問 介 護 で 行 っ た 、 診 療 内 容 と 時 間 、 看 護 内 容 と 時 間 、 介 護
内 容 と 時 間 、 の 実 績 管 理 お よ び 請 求 業 務 と 、 複 数 の 診 療 所 や 複 数 の 病 院 で の 診 療 報 酬 や 、
投 与 薬 剤 な ど の 請 求 業 務 な ど を 行 い 、 複 数 の 診 療 所 や 複 数 の 病 院 の 薬 剤 な ど の 一 括 仕 入 れ
を 行 う な ど で 、 複 数 の 診 療 所 や 複 数 の 病 院 の 買 掛 管 理 、 在 庫 管 理 、 原 価 管 理 、 財 務 管 理 、
給 与 管 理 を 効 率 的 に 行 う 。
【 ０ ０ １ １ 】
そ の た め 、 各 患 者 、 各 要 介 護 者 に 対 す る 費 用 対 効 果 が よ り 明 確 に 判 断 さ れ 、 診 療 所 や 病 院
の 医 師 、 看 護 士 、 介 護 士 を 含 む 従 業 員 の 労 務 管 理 を 適 切 に 行 う こ と が 出 来 る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
本 発 明 の シ ス テ ム の 実 施 の 形 態 を 図 面 に 従 っ て 説 明 す る と 、
病 院 （ ２ ） で は 、 外 来 患 者 に 対 し て は 、 医 者 が 診 察 を 行 い 、 薬 剤 の 処 方 指 示 を 行 い 、 指 示
の 内 容 を 処 方 箋 と し て オ ー ダ リ ン グ シ ス テ ム に 入 力 す る 。 　 薬 局 で は 、 そ の 処 方 指 示 さ れ
た 薬 剤 を 調 合 し 、 窓 口 に 提 出 す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
入 院 患 者 に 対 し て は 、 入 院 病 室 の 割 り 当 て や 、 投 与 す る 薬 剤 や 注 射 の 指 示 を 、 処 方 箋 と し
て オ ー ダ リ ン グ シ ス テ ム に 入 力 す る 。 薬 局 で は 、 そ の 処 方 箋 に 基 づ い て 薬 剤 や 注 射 を 調 合
し 、 割 り 当 て ら れ た 病 室 に 配 布 す る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
レ ン ト ゲ ン な ど 検 査 が 必 要 な 患 者 に 対 し て は 、 医 者 が 、 必 要 な 検 査 の 指 示 を オ ー ダ リ ン グ
シ ス テ ム に 入 力 す る 。 例 え ば 、 レ ン ト ゲ ン 検 査 の 指 示 が 出 た と き は 、 指 示 の 内 容 が レ ン ト
ゲ ン 室 に 伝 送 さ れ 、 検 査 の 予 定 日 時 が 医 者 に 返 送 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
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ま た 、 毎 日 の 体 温 、 血 圧 、 脈 拍 な ど 必 要 な 測 定 デ ー タ は 、 オ ー ダ リ ン グ シ ス テ ム に よ り グ
ラ フ な ど に 表 示 さ れ 、 医 者 の 回 診 の 参 考 と さ れ る 。 入 院 患 者 の 食 事 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ
の 患 者 ご と に 適 切 な 食 事 方 法 を 、 食 事 箋 と し て オ ー ダ リ ン グ シ ス テ ム に 入 力 す る 。 入 力 さ
れ た 食 事 箋 は 調 理 室 に 伝 送 さ れ 、 調 理 室 で は そ の 食 事 箋 に 基 づ い て 入 院 患 者 の 食 事 が 作 ら
れ 、 各 病 室 に 配 布 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
各 居 宅 介 護 事 業 所 （ ４ ） で は 、 要 介 護 者 （ ５ ） の 介 護 度 に 応 じ て 、 介 護 ス ケ ジ ュ ー ル が 作
成 さ れ る 。 作 成 さ れ た 介 護 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 外 部 計 算 セ ン タ ー （ １ ） へ 送 信 さ れ る 。 外 部
計 算 セ ン タ ー （ １ ） で は 、 各 居 宅 介 護 事 業 所 （ ４ ） か ら の ス ケ ジ ュ ー ル を 調 整 し 、 調 整 後
の 介 護 ス ケ ジ ュ ー ル を 各 居 宅 介 護 事 業 所 （ ４ ） へ 返 送 す る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
介 護 ス ケ ジ ュ ー ル に は 、 担 当 医 の 訪 問 診 療 ス ケ ジ ュ ー ル 、 担 当 看 護 士 の 訪 問 看 護 ス ケ ジ ュ
ー ル 、 担 当 介 護 士 の 訪 問 介 護 ス ケ ジ ュ ー ル が 設 定 さ れ て お り 、 そ の ス ケ ジ ュ ー ル に 基 づ い
て 訪 問 診 療 、 訪 問 看 護 、 訪 問 介 護 が 行 わ れ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
要 介 護 者 （ ５ ） 宅 に は 、 Ａ Ｄ Ｌ 測 定 装 置 （ ６ ） が 設 置 さ れ て お り 、 要 介 護 者 （ ５ ） は 自 分
で 体 温 、 脈 拍 、 血 圧 が 測 定 で き る よ う に な っ て い る 。 測 定 し た そ れ ら の Ａ Ｄ Ｌ デ ー タ は 、
Ａ Ｄ Ｌ 測 定 装 置 （ ６ ） に 保 存 で き る よ う に な っ て お り 、 訪 問 看 護 士 が 訪 問 し た 時 に 、 デ ー
タ 送 受 信 装 置 （ ７ ） に よ っ て 、 外 部 計 算 セ ン タ ー （ １ ） へ 送 信 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
要 介 護 者 の Ａ Ｄ Ｌ デ ー タ は 、 デ ー タ 送 受 信 装 置 に 携 帯 電 話 を 接 続 し て 、 接 続 し た 携 帯 電 話
か ら 外 部 計 算 セ ン タ ー （ １ ） へ 送 信 す る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
送 信 さ れ た 要 介 護 者 （ ５ ） の Ａ Ｄ Ｌ デ ー タ は 担 当 医 師 の い る 診 療 所 （ ３ ） に 伝 送 さ れ 、 担
当 医 師 は そ の Ａ Ｄ Ｌ デ ー タ に 基 づ い て 、 要 介 護 者 （ ５ ） の 病 気 の 予 見 や 食 事 療 法 な ど の 指
導 を 迅 速 、 適 切 に 行 う こ と が 出 来 、 来 院 や 訪 問 診 療 が 必 要 か ど う か を 判 断 す る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
訪 問 看 護 士 や 訪 問 介 護 士 は 、 居 宅 介 護 事 業 所 （ ４ ） か ら 指 示 さ れ た 訪 問 ス ケ ジ ュ ー ル に 基
づ い て 要 介 護 者 宅 を 順 番 に 訪 問 す る が 、 当 日 の 訪 問 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 居 宅 介 護 事 業 所 （ ４
） に 行 っ て 直 接 指 示 を も ら っ て も よ い し 、 携 帯 電 話 を 使 用 し て 、 外 部 計 算 セ ン タ ー （ １ ）
か ら 当 日 の 訪 問 ス ケ ジ ュ ー ル を 受 信 す る こ と も で き る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
ま た 、 訪 問 ス ケ ジ ュ ー ル に 従 っ て 要 介 護 者 宅 を 訪 問 し て い る 途 中 に 、 予 定 外 の 要 介 護 者 宅
へ 臨 時 に 訪 問 し な け れ ば な ら な く な っ た 時 は 、 外 部 計 算 セ ン タ ー （ １ ） か ら 、 臨 時 の 訪 問
先 の 近 く に い る 訪 問 看 護 士 や 訪 問 介 護 士 に 、 臨 時 の 訪 問 先 お よ び 看 護 や 介 護 の 指 示 の デ ー
タ を 送 信 す る 。 臨 時 の 訪 問 先 の デ ー タ を 受 信 し た 訪 問 看 護 士 や 訪 問 介 護 士 は 、 当 初 の 訪 問
ス ケ ジ ュ ー ル の 途 中 に 、 臨 時 の 訪 問 先 を 訪 問 し 、 指 示 に 基 づ い た 処 置 を 行 う 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
ま た 、 訪 問 看 護 士 や 訪 問 介 護 士 が 要 介 護 者 宅 を 訪 問 し て 、 指 示 さ れ た 処 置 を 行 う 場 合 に は
、 要 介 護 者 宅 に 入 室 し た 時 間 と 退 出 し た 時 間 と 、 処 置 し た 内 容 を 、 携 帯 電 話 を 使 用 し て 外
部 計 算 セ ン タ ー （ １ ） に 送 信 す る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
外 部 計 算 セ ン タ ー （ １ ） で は 、 病 院 （ ２ ） に つ い て は 、 請 求 に 関 わ る 業 務 の 明 細 の 管 理 、
買 掛 管 理 、 在 庫 管 理 、 原 価 管 理 、 財 務 管 理 、 給 与 管 理 、 を 行 う 。 居 宅 介 護 事 業 所 （ ４ ） に
つ い て は 、 訪 問 診 療 の 医 師 、 訪 問 看 護 の 看 護 士 、 訪 問 介 護 の 介 護 士 の ス ケ ジ ュ ー ル 管 理 と
、 要 介 護 者 の 属 性 デ ー タ と ケ ア プ ラ ン の 管 理 を 行 う 。 病 院 や 診 療 所 の 医 師 に つ い て は 、 訪
問 診 療 の 実 績 管 理 を 行 う 。 看 護 士 や 介 護 士 に つ い て は 、 訪 問 看 護 、 訪 問 介 護 の 実 績 管 理 と
、 要 介 護 者 宅 へ の 訪 問 ス ケ ジ ュ ー ル 管 理 を 行 う 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
【 発 明 の 効 果 】
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本 発 明 の シ ス テ ム は 、 地 域 の 医 療 業 務 や 介 護 業 務 に お い て 、 訪 問 診 療 、 訪 問 看 護 、 訪 問 介
護 の 実 績 管 理 、 病 院 業 務 の オ ー ダ リ ン グ 、 診 療 報 酬 や 介 護 報 酬 の 請 求 、 財 務 管 理 、 労 務 管
理 な ど を 、 そ れ ぞ れ の デ ー タ を 連 動 し 、 一 元 管 理 で き る よ う に し 、 さ ら に 、 イ ン タ ー ネ ッ
ト 網 を 介 し て デ ー タ を 送 受 信 で き る シ ス テ ム を 提 供 で き る た め 、 要 介 護 者 へ の 訪 問 診 療 、
訪 問 看 護 、 訪 問 介 護 の た め の 医 者 、 看 護 士 、 介 護 士 を 無 駄 な く 、 効 率 よ く 手 配 し 、 ス ケ ジ
ュ ー ル を 設 定 で き 、 訪 問 診 療 実 績 、 訪 問 看 護 実 績 、 訪 問 介 護 実 績 を 、 手 間 を か け ず に 管 理
す る こ と が で き る 。 ま た 、 病 院 で の 請 求 に 関 わ る 業 務 の 明 細 の 管 理 、 買 掛 管 理 、 在 庫 管 理
、 原 価 管 理 、 財 務 管 理 、 を 手 間 を か け ず に 行 う こ と が で き る 。
よ っ て 、 地 域 住 民 の 医 療 介 護 福 祉 の 環 境 が 充 実 さ れ 、 安 心 し て 暮 ら せ る 街 づ く り に 貢 献 す
る こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 外 部 計 算 セ ン タ ー で の 処 理 の 流 れ 図
【 図 ２ 】 病 院 、 診 療 所 で の 処 理 の 流 れ 図
【 図 ３ 】 居 宅 介 護 事 業 所 で の 処 理 の 流 れ 図
【 図 ４ 】 要 介 護 者 宅 で の 処 理 の 流 れ 図
【 図 ５ 】 訪 問 看 護 士 、 訪 問 介 護 士 の 処 理 の 流 れ 図
【 符 号 の 説 明 】
（ １ ） ・ ・ 外 部 計 算 セ ン タ ー
（ ２ ） ・ ・ 病 院
（ ３ ） ・ ・ 診 療 所
（ ４ ） ・ ・ 居 宅 介 護 事 業 所
（ ５ ） ・ ・ 要 介 護 者 宅
（ ６ ） ・ ・ Ａ Ｄ Ｌ 測 定 装 置
（ ７ ） ・ ・ デ ー タ 送 受 信 装 置
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

(6) JP 2004-246841 A 2004.9.2


	bibliographic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

